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大規模小売店舗の新設に関する公告

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第５条第１項の規定により

なお，法第８条第２項の規定により意見を述べようとするものは，この公告の日から縦覧期間の終了する

日までに鹿児島県知事に意見書を提出することができる。意見書には，当該大規模小売店舗を設置する者が

次のとおり大規模小売店舗の新設について届出があったので，同条第３項の規定により関係書類を縦覧に供する。

っては名称，代表者の氏名及び事務所の所在地）　(2)大規模小売店舗の名称及び所在地」を記載すること。

鹿児島県知事　 塩田康一

令和８年１月22日

３　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（仮称）コーナンＰＲＯ鹿児島東開町店

鹿児島市東開町３番19

オリックス不動産株式会社　代表取締役　深谷　敏成

東京都港区浜松町二丁目３番１号

その周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見とともに，「(1)氏名及び住所（団体にあ

１  届出年月日

令和８年１月20日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

令和８年１月22日から令和８年５月22日まで

４　縦覧場所


